
◦ 3 月の納税 ◦

納期限は 3 月 31 日木
◎納期限内にお納めください◎

人のうごき
（Ｈ 23.1.31 現在）

区分 人口 前月比

男 14,951  － 30

女 16,416  － 13

合計 31,367  － 43

世帯 12,767  － 33

口座振替は 3 月 25 日金

国民健康保険税（普通徴収）　　　   第 9期

　

伊
予
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
は
、
日
米

の
親
善
と
交
流
を
図
る
と
共
に
、
青
少

年
の
皆
さ
ん
に
世
界
を
理
解
し
、
友
好

の
意
義
を
体
得
し
て
も
ら
う
た
め
、
短

期
交
換
留
学
生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

▼
応
募
資
格　

平
成
23
年
７
月
末
現
在

で
、
松
前
町
、
伊
予
市
に
在
住
す
る
高

校
生

▼
募
集
人
員　

１
人

▼
期
間　

平
成
23
年
７
月
28
日
～
８
月

18
日（
予
定
）

▼
派
遣
先　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国　

ニ
ュ

ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州　

予
定

▼
締
め
切
り　

３
月
11
日（
金
）

問
伊
予
商
工
会
議
所
内
伊
予
ロ
ー
タ
リ

ー
ク
ラ
ブ
事
務
所☎

９
８
２
―
０
３
３
４

青
少
年
交
換
留
学
生

募 

集
お
知
ら
せ

　

近
年
、
全
国
で
は
年
間
３
万
人
を
超

え
る
人
が
自
殺
で
亡
く
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
こ
で
、
昨
年
か
ら
月
別
自
殺
者

数
の
最
も
多
い
３
月
は「
自
殺
対
策
強

化
月
間
」と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

自
殺
対
策
は
「
生
き
る
支
援
」。
１

人
１
人
が
「
自
殺
予
防
」
や
「
い
の
ち

の
あ
り
方
」
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
で

す
。
悩
み
を
抱
え
込
ま
ず
相
談
す
る
こ

と
や
、
周
囲
の
理
解
も
大
切
で
す
。
特

に
不
眠
を
伴
う
う
つ
病
や
ア
ル
コ
ー
ル

３
月
は

自
殺
対
策
強
化
月
間
で
す

依
存
症
な
ど
の
心
の
病
気
は
自
殺
に
つ

な
が
り
や
す
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

本
人
の
変
化
に
気
づ
き
、
そ
の
悩
み
に

耳
を
傾
け
な
が
ら
、
早
め
に
専
門
家
や

相
談
先
へ
つ
な
ぎ
、
そ
の
後
も
本
人
の

様
子
を
見
守
る
な
ど
の
配
慮
が
大
切
で

す
。

問
健
康
課
保
健
セ
ン
タ
ー
係

☎
９
８
５
―
４
１
１
８

平
成
23
年
度
危
険
物
取
扱
者

試
験

▼
試
験
区
分　

甲
・
乙
・
丙
種

▼
試
験
日
時　

６
月
12
日（
日
）10
時

（
第
２
回
以
降
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
）

▼
試
験
場
所

【
甲
種
・
乙
種
全
種
・
丙
種
】　

　

新
居
浜
工
業
高
等
学
校
、
松
山
工
業

高
等
学
校
、
八
幡
浜
工
業
高
等
学
校　

【
乙
種
第
４
類
・
丙
種
】

　

東
予
高
等
学
校
、
今
治
工
業
高
等
学

校
、
吉
田
高
等
学
校
ほ
か

▼
願
書
配
布
場
所　

㈶
消
防
試
験
研
究

セ
ン
タ
ー
愛
媛
県
支
部
、
伊
予
地
区
消

防
本
部
な
ど（
郵
送
希
望
の
場
合
は
、

１
部
に
つ
き
１
４
０
円
の
郵
便
切
手
を

添
え
て
、
㈶
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

愛
媛
県
支
部
へ
請
求
し
て
く
だ
さ
い
）

▼
願
書
受
付
期
間　

書
面
申
請 

４
月
11
日
～
21
日

電
子
申
請 

４
月
８
日
～
４
月
18
日

▼
申
込
先　

〒
７
９
０
―
０
０
１
１　

松
山
市
千
舟
町
４
―
５
―
４　

松
山
千

舟
４
５
４
ビ
ル
５
階　

㈶
消
防
試
験
研

究
セ
ン
タ
ー
愛
媛
県
支
部　

☎
９
３
２
―
８
８
０
８

　

電
子
申
請
に
つ
い
て
は
、
消
防
試
験

研
究
セ
ン
タ
ー
本
部（
☎
０
５
７
０
―

０
７
―
１
０
０
０
）へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

Information　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             

自
動
車
グ
リ
ー
ン
化
税
制

　

環
境
に
優
し
い
自
動
車
の
開
発
と
普

及
を
促
進
す
る
た
め
、
環
境
負
荷
の
小

さ
い
自
動
車
は
税
負
担
が
軽
く
な
る
一

方
、
環
境
負
荷
の
大
き
い
自
動
車（
軽

自
動
車
は
除
く
）
は
、
税
負
担
が
重
く

な
る
グ
リ
ー
ン
化
税
制
が
平
成
14
年
度

か
ら
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
新
車
登
録
か
ら
13
年
経

過
の
ガ
ソ
リ
ン
車
・
Ｌ
Ｐ
Ｇ
車
、
11
年

経
過
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
は
、
経
過
の
翌

年
度
か
ら
廃
車
ま
で
、
約
10
％
割
増
の

税
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

23
年
度
に
対
象
と
な
る
の
は
次
の
自

動
車
で
す
。

▼
ガ
ソ
リ
ン
・
Ｌ
Ｐ
Ｇ
車

　

10
年
３
月
31
日
以
前
に
新
規
登
録
し

た
自
動
車

▼
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車

　

12
年
３
月
31
日
以
前
に
新
車
新
規
登

録
し
た
自
動
車

　

詳
し
く
は
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

問
県
中
予
地
方
局
課
税
課
自
動
車
税
担

当　

☎
９
０
９
―
８
７
５
４
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